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関係法令：財務省規定第240号/PMK.03/2014 

（2014年12月22日付）

2014年12月、インドネシア財務省は相互協議手続（MAP）の

改定を行いました。このガイドラインはMAPの申請に関して

詳細な要件を設けています。全体的には一般的事項になっ

ていますが、インドネシアの納税者が認識しておくべき幾つ

かの点があります。

外国の税務当局が要請するMAP

他国の税務管轄当局が要請するMAPは同時にインドネシアに

おいてもMAP申請が必要となります。規定では他国のそうし

た要請はインドネシアの企業が同一の税務事案についてMAP

を要請する場合のみ手続きを進めるものとしています。

税務係争の解決

MAPを申請することは納税者の更正通知に基づく納税義務ま

たは異議申し立ての決定を延期させるものではありません。

国内法の規定が係争中の未納税納付延期措置を与えていて

も（もし、最終判定が納税者の潜在的罰金負担となるにして

も）MAPにはそうした措置はありません。

結論

更新されたガイドラインはより明確化された点はあまりあり

ませんが、規定として発令することでインドネシア税務当局

が他国の税務当局と課税問題を解決する上でMAPに焦点をお

いていることを示したものといえます。このことはインド

ネシアの納税者がMAPを課税係争解決に活用するかどうか判

断する上で考慮すべき事項といえるでしょう。

新たな期限に関する制限

MAPの手続きに関する手続きは、もし納税者が異議申立また

は裁判への提訴を行う場合、中断されるというのが当初の

規定でした。その後、MAPと共に国内での法的措置が平行し

て遂行されることが規定により可能となりました。しかし

ながら、最近の規定では、MAPが完了する前に税務裁判所が

判決書を発行すればその時点でMAPは終了するとされていま

す。さらに、租税条約の一般的な解釈に反して、今般インド

ネシア当局はMAPに更なる制限を加えることになり、裁判所

が裁判における弁論が十分実施されたと判断した時点でMAP

が終了することになりました。

税務調査の範囲

同ガイドラインはインドネシア税務当局がMAPが行われてい

る年度について税務調査を実施できるとしておりますが、調

査がMAPの協議対象となっている事項に限定するのかまたは

拡大されるのかについて明確な記述はありません。ここで

注意すべきことは、インドネシアの税務調査は広範囲に及

ぶ詳細なデータと税務調査官との頻繁な折衝が要求されるこ

とです。

KPMGのコメント：

世界的にMAPは有用性のあるメカニズムであるとされて

おり、管轄当局は移転価格更正により引き起こされる

二重課税問題を解決することができます。

係争解決はインドネシア当局の重要な課題であり、国

内での異議申立や税務裁判手続のほかにMAPがあります

が、これに関する3度目の改定となります。しかし、よ

り重要なことはインドネシア税務当局（ITO）はこのMAP

による手段を積極的に推進しており租税条約協定国と

の協議をすでに開始しています。

納税者はこの改定ガイドラインの実務的な幾つかの点

について理解しておく必要があります。例えば期限と

か税務調査の潜在性などはMAPの申請前に認識しておく

ことです。
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